
次年度の取組に向けた事務局の提案について

令和７年３月
トラック輸送における取引環境・労働時間改善

岡山県地方協議会
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資料４



➀制度改正、荷待ち等改善に向けた周知・要請について
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荷待ち・荷役時間は横ばい！

すべての荷主・物流事業者に対し、
物流効率化のために取り組むべき措置を努力義務化！

トラック事業者は運送契約締結時、
相互に契約内容を記載した書面を取り交わすことが義務化！



➀制度改正、荷待ち等改善に向けた周知・要請について

昨年９月と１１月に国土交通省が実施した調査では、物流の２０２４年問題に直面後も荷待ち・荷役時間
は２０２０年度調査時と比べてほぼ横ばいとなっており、引き続き関係者全体で物流改善に取り組む必要
性がある。
また、本年４月には改正物流効率化法及び改正貨物自動車運送事業法が施行され、荷主や物流事業
者が物流効率化のために取り組むべき措置を講じることの努力義務化や、トラック事業者が荷主と運送
契約を締結する際に契約内容を書面化し相互に交わすことなどが義務化される。
本年度、標準的な運賃が改正されたことに伴い、協議会では荷主関係団体への要請活動を実施したとこ
ろではあるが、長時間の荷待ち・荷役時間の解消、関係者の物流効率化への取組、多重下請け構造是正
によりトラック事業の取引環境・労働環境を改善していくためには、引き続き荷主や消費者への相互理解
を求めていくことが必要である。
そのため、協議会として、荷主・消費者に向けて改正概要やトラック輸送を取り巻く現状の広報・周知や
荷主関係団体に対して文書による要請活動を引き続き実施してはどうか。
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事務局提案事項

例）協議会で過去に実施した新聞広告（日本経済新聞に掲載）
例）文書による要請



②人材確保に向けた取組の継続について

【趣旨】

トラック運送事業の労働環境改善には人材不足解消が必要であるとして、本年度、協議会では物流企
業合同説明会＆トラック乗車会を開催し、雇用に繋がった企業もあるなど一定の成果があったところ。一
方で、参加者からはトラック運転業務への不安を抱える意見もあり、トラック運転業務を正確に理解して
もらうためには、トラック業界のネガティブなイメージの払拭や個社ごとの特性・魅力を知ってもらう必要
がある。

また、トラック運転者の年齢構成比は全産業平均に比して高い傾向にもあり、継続的な雇用の確保に
よる年齢層の平準化は物流を維持していくうえで必要不可欠と考えられる。

以上を踏まえ、協議会として実施する人材確保の取組を、本年度のみで終わることなく、関係機関が
連携して継続的に実施していくことはどうか。

事務局提案事項

トラック運転者の有効求人倍率・年齢構成比

全産業平均と比べ約２倍の開きがあり慢性的な人手不足に陥っている。

トラック運転者を職業とする場合の不安要素

令和7年２月１日開催 物流企業合同説明会の参会者アンケート結果より

求職者からはトラック運転業務に関して、勤務時間、肉体面、
待遇面等での不安が挙がっている。
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②人材確保に向けた取組の継続について

【参考】人材確保に向けた取組のイメージ

合同企業説明会の実施

トラック乗車体験会の実施

退職自衛官の運輸業界への再就職に向けた取組

学校を訪問し進路・就職担当教諭へトラック事業説明・生徒向け出前講座の実施
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学生向けの出前講座進路担当教諭を訪問・事業概要説明



③原価計算セミナーとの連携について
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トラックGメンに寄せられた声

●運賃・料金
トラック運送事業者の皆さんから
・更なる価格転嫁と輸送と作業の完全分離。
・運賃交渉が生き残る手段だと思う。
・高速道路深夜割引改定の影響と荷主から高速道路料金を収受するための交渉方法。
元請トラック運送事業者の皆さんから
・運賃の底上げ、標準的運賃導入への顧客の理解
その他の皆さんから
・荷主が最低運賃を上げる。
・燃料費高騰対策
・キャンセル料について

事業者として自社の原価計算の説明ができず
運賃交渉後契約が打ち切られてしまったとの声

運賃交渉を受けた荷主の反応
・標準的な運賃と比較して運送事業者の原価の提出をお願いされるケースも
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■現状
トラック運送業では取引上荷主が強い立場となっていることから近年の物価高に伴うコストや附帯業務
にかかる対価などを事業者側が負担をしている現状。
■背景
トラックドライバーは低賃金を長時間労働により補っていた。しかし高齢化にともなう人手不足の問題が
生じ物流に影響が出るようになった。そのため健全な労働環境を作るべく2024年には労働時間の上
限規制が行われたところ。それに伴いドライバーの給料が下がったとの声が多くある。
■主旨
トラック事業者は荷主に対し平等な立場で適正な取引を行うことが急務であるが、そのための交渉力
が長年で培われておらず、ノウハウが身についていないケースがある。
標準的な運賃を用いて交渉するとしても自社の原価計算は重要である。
そのためトラック協会で行われている原価計算セミナーの開催に、岡山運輸支局及び岡山労働局に
よる背景等の説明を事前に受けることでセミナーの重要性を理解してもらう。

岡山運輸支局による法改正の背景等情報の共有及び岡山労働局・岡山県トラック協会による運
賃・料金の計算方法やトラックGメンに寄せられた運賃交渉を受けた荷主の反応事例について、情報
を得ることで今後の運賃等契約交渉を円滑に進めることができるよう、トラック協会が例年開催している
原価計算セミナー等の場を活用して説明してはどうか。

原価計算セミナー等との連携(案)
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事務局提案事項


